
こども食堂等による地域づくり推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、地域が子育て世帯を支える「子どもへのやさしさあふれる地域づくり」

を推進し、「こども食堂」を含めた地域の多様な人が関わる「子ども支援地域ネットワ

ーク」（以下、「ネットワーク」という。）の構築を地域の実情に応じて支援していくた

め、「こども食堂」を運営する団体に対して、ネットワークを活用した活動を行うため

に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に

関しては、奈良県補助金等交付規則（平成８年６月奈良県規則第８号。以下、「規則」

という。）に定めるほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において補助金の交付の対象となる者は、奈良県内で「こども食堂」を運営し、

次に掲げる要件を満たす団体とする。なお、新たに「こども食堂」を開設する予定の団体（以

下、「新設予定団体」という。）も対象とする。 

(1) 「こども食堂」の所在地（新設予定団体が予定する「こども食堂」の所在地）が県内にあ

ること。 

(2) 特定の政治的又は宗教的活動をする団体でないこと。 

(3) 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。 

(4) 申請日から過去１年以内に、ネットワークに参加した実績があること。なお、ネットワー

クとは、活動する地域において、行政や「こども食堂」を含めた地域の多様な人が関わり、

市町村が主体となって開催された意見交換会のことをいう。 

(5) 新設予定団体においては、本事業における団体名及び責任者が定められていること。 

(6) 既設のこども食堂においては、代表者が定められ、事業運営を適切に行うことができる団

体であること。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、当該年度に実施した次に定める事業とする。 

(1) 新設予定団体または開設後１年経過していないこども食堂が行う「こども食堂」の試行的

開催（ネットワーク内の既設のこども食堂のスタッフがサポートのためにボランティアと

して参加する場合も含む。） 

(2) ネットワーク内で、既設のこども食堂が開設・運営の手法を新設予定団体または開設後１

年経過していないこども食堂に伝授するために行う「こども食堂」の（共同）開催 

 

２ 前項に定める事業は、次に定める要件を全て満たす事業とする。 

(1) 実施団体関係者等特定の者のみを対象とした運営ではなく、地域の子どもや保護者が広

く参加できるよう広報活動を行うこと。 

(2) 食事を提供する場合は、運営に携わるスタッフのうち１名以上は食品衛生に関する講習

会を受講し、食品衛生法（昭和 22年２月法律第 233号）をはじめとする諸法令等を遵守し

た運営を行うよう努めること。 

(3) 周囲の環境等に配慮すること。また、食中毒等の安全の確保を十分に図ることとし、傷

害保険に加入することが望ましい。 

(4) 県の他事業（こども食堂認証制度事業、「こども食堂」奈良っ子はぐくみキャンペーン事

業を除く。）の補助対象となっていないこと。 

 

（補助金額等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助限度額は、次に

定めるとおりとする。 



(1) 補助対象経費 

・食材費（弁当購入費、食材、調味料等） 

・使用料及び賃借料（会場使用料、調理器具等のレンタル料等） 

・消耗品費（チラシ印刷代、洗剤・ラップ等の台所用品、食器類、調理器具等の取得価格

又は評価価格が２万円未満のもの） 

・ボランティア謝金 

・保険料（傷害保険等） 

・食品衛生責任者養成講習会の受講料 

(2)補助限度額 

団体が第３条に規定する事業を行うために要する経費で、その限度額は１回開催につき 

40,000円とする。 

ただし、補助対象期間中に要した補助対象経費の総支出額から、下記の収入額（参加者負

担金を除く）を控除した額とする。（算出した額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切

り捨てるものとする。） 

・こども食堂認証制度事業、「こども食堂」奈良っ子はぐくみキャンペーン事業の補助対

象として申請している経費 

・市町村からの補助金 

・寄付金、他団体からの補助金等その他の収入額 

(3) 補助対象期間 

補助対象期間は、別途知事が定める期間とする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を別に定める期日までに知事に

提出しなければならない。 

 (1) 補助金交付申請書（第１号様式） 

(2) 事業計画書（第２号様式） 

(3) 収支予算書（第３号様式） 

(4) 誓約書（第４号様式） 

(5) 団体の定款、規約、会則、設立趣意書又はこれに準ずるもの 

(6) その他知事が必要と認めたもの 

 

（補助金の交付の決定） 

第６条 知事は、前条の書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金の交付を決定

し、当該申請団体に対し書面により通知するものとする。 

２ 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認める場合には、必要な条件を付

けるものとする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第７条 この補助金の交付の決定には、次に掲げる条件が付されるものとする。 

(1) 補助事業の内容変更に伴う事業に要する経費の配分の変更をする場合（経費の配分の変更

が補助対象経費の 30％未満となる軽微な変更を除く。）には、知事の承認を受けなければな

らない。 

(2) 補助金の交付の決定を受けた団体（以下「補助団体」という。）は、事業に係る収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳

簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認

を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

(3) (1)から(2)までの条件に違反した場合には、知事は、補助団体に対し、期限を定めて、既

に交付を受けた補助金の全部又は一部を県に返還を命ずることができる。 



 

 （指示及び検査） 

第８条 知事は、補助団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができ

る。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 補助団体は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、同項の規定による交付

の決定の通知を受けた日から 30 日以内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければなら

ない。 

 

（変更の承認の申請） 

第 10条 補助団体は、規則第５条第１項第１号の承認を受けようとするときは、次に掲げる書類

を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金額の増額を伴う変更は認

められないものとする。なお、第７条(1)に規定する場合においては、この限りでない。 

(1) 事業の変更承認申請書（第５号様式）  

(2) 事業計画変更書（第６号様式） 

(3) 収支予算変更書（第７号様式） 

２ 前項の場合において、知事は、申請に係る書類の審査を行い、その結果を書面により通知す

るものとする。 

３ 事業計画書（第２号様式）及び事業計画変更書（第６号様式）に記載された事業を中止又は

廃止（一部の中止又は廃止を含む。）する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

 

（補助金の概算払） 

第 11条 知事は必要があると認めるときは、概算払をすることができる。 

２ 前項の規定により、補助金の概算払を受けようとする者は、概算払請求書（第８号様式）を

知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第 12条 知事は、補助団体に対し、随時必要な報告を求め、又は現地調査を行うことができる。 

２ 補助団体は、補助対象事業とそれ以外の活動に係る経理を明確にするため、補助対象事業に

係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるものとする。 

 

（実績報告） 

第 13条 補助団体は、交付の対象となった事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して

30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、

次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。  

 (1) 補助事業実績報告書（第９号様式） 

(2) 事業実績報告書（第１０号様式） 

(3) 精算額算出内訳書（第１１号様式） 

(4) その他知事が必要と認めたもの 

 

（交付決定の取消し等） 

第 14条 知事は、補助団体が次に掲げる場合に該当する場合には、第６条の交付決定の全部若

しくは一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

(1) 法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく知事の処分若しくは指示に違反した場合 

(2) 補助金を補助目的以外の用途に使用した場合 

(3) 補助事業に関して、不正行為をした場合 

(4) 事業執行が中断し、知事が督促したにもかかわらず一定期間内に執行しない場合 



 (5) 利用者からの苦情、トラブルなどの不適切な行為があり、知事が改善指示したにもかかわ

らず一定期間内に改善がない場合  

(6) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなく

なった場合  

 

（交付額の確定及び精算） 

第15条 知事は、補助団体から実績報告があった場合において、当該報告に係る書類審査及び必

要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、書面により通知

するものとする。 

２ 知事は、補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補

助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

３ 第１項の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助

金交付請求書（第１２号様式）を知事に提出しなければならない。 

４ 知事は、前項の規定による書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助

金を交付する。 

 

（各機関との調整、連携） 

第16条 補助団体は、本要綱に定める事業の実施、広報及び運営に当たり県、奈良県内の社会福

祉協議会及び開催場所の市町村と調整及び連携を行わなければならない。 

 

（その他） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。  

 

  (附 則） 

 この要綱は、令和３年７月２日から施行する。 

 

  (附 則） 

 この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 

 

(附 則） 

 この要綱は、令和５年７月２０日から施行する。 

 


